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答

弁

第

二

七

号 
   

衆
議
院
議
員
辻
第
一
君
提
出
文
化
財
防
災
対
策
及
び
文
化
財
保
存
対
策
の
充
実
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
四
第
二
七
号 

平
成
元
年
六
月
十
六
日 

衆

議

院

議

長 
田 

村 
 

元 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

宇 

野 

宗 

佑 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
辻
第
一
君
提
出
文
化
財
防
災
対
策
及
び
文
化
財
保
存
対
策
の
充
実
に
関
す
る
質
問
に 

対
す
る
答
弁
書 

一
の
1
に
つ
い
て 

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
基
づ
く
文
部
大
臣
指
定
の
重
要
文
化
財
で
あ
る
建 

造
物
（
以
下
「
重
要
文
化
財
建
造
物
」
と
い
う
。
）
の
防
災
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
国
庫
補
助
を
行
っ
て
き

て
お
り
、
さ
ら
に
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
補
助
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
承
知
し
て
い
る
。
特
に
、
国 

 

庫
補
助
に
つ
い
て
は
、
補
助
事
業
者
の
財
政
状
況
等
に
応
じ
補
助
率
の
加
算
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ 

 

で
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
加
え
て
御
指
摘
の
よ
う
な
公
的
融
資
制
度
等
を
設
け
る
こ
と
は
考
え
て
い 

 

な
い
。 

一
の
2
に
つ
い
て 



一
の
3
に
つ
い
て 

二
の
1
に
つ
い
て 

自
動
火
災
報
知
設
備
に
係
る
非
火
災
報
の
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
設
置
場
所
の
環
境
に
適
応
し
た
感
知
器 

 

の
設
置
の
推
進
、
非
火
災
報
防
止
に
有
効
な
措
置
を
講
じ
た
機
器
の
開
発
及
び
普
及
等
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ 

 

で
あ
る
が
、
今
後
と
も
こ
れ
ら
の
対
策
の
一
層
の
推
進
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

な
お
、
重
要
文
化
財
建
造
物
等
に
つ
い
て
、
そ
の
管
理
状
況
を
定
期
的
に
巡
視
す
る
た
め
都
道
府
県
が
実
施 

 

し
て
い
る
文
化
財
保
護
管
理
指
導
事
業
に
対
し
て
は
、
国
庫
補
助
の
対
象
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

火
災
が
発
生
し
た
際
、
直
ち
に
最
寄
り
の
消
防
署
等
に
通
報
す
る
非
常
通
報
装
置
を
重
要
文
化
財
建
造
物
等 

 

に
設
置
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
国
庫
補
助
の
対
象
と
し
、
そ
の
設
置
促
進
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

重
要
文
化
財
建
造
物
の
防
災
対
策
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
警
報
設
備
等
の
防
災
設
備
の
設
置
促
進
に
努
め
て 

 

ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

四 

 



二
の
3
に
つ
い
て 

二
の
2
に
つ
い
て 

文
化
財
の
修
理
に
も
資
す
る
大
径
優
良
材
に
対
す
る
需
要
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
国
有
林
野
事
業
に
お
い 

 
 

て
、
長
伐
期
の
森
林
の
育
成
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
文
部
大
臣
指
定
の
重
要
文
化
財
で
あ
る
美
術
工
芸
品
（
以
下
「
重
要
文
化
財
美
術
工 

芸
品
」
と
い
う
。
）
の
収
蔵
庫
は
、
周
囲
の
景
観
や
雰
囲
気
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え 

て
お
り
、
国
庫
補
助
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
こ
う
し
た
点
に
留
意
し
て
ま
い
り
た
い
。 

無
住
寺
に
お
け
る
重
要
文
化
財
美
術
工
芸
品
の
保
存
管
理
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
応
じ
、
地
方 

 

公
共
団
体
等
を
管
理
団
体
に
指
定
し
、
ま
た
、
収
蔵
庫
の
建
設
に
対
し
国
庫
補
助
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
国
又 

 

は
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
博
物
館
、
美
術
館
等
へ
の
寄
託
を
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

宮
大
工
の
後
継
者
の
養
成
に
つ
い
て
は
、
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
き
、
建
造
物
木
工
を
選
定
保
存
技
術
に
選 

五 

 



 

六 

定
し
、
そ
の
保
持
者
及
び
保
存
団
体
が
行
う
宮
大
工
の
後
継
者
の
養
成
に
対
し
国
庫
補
助
を
行
っ
て
い
る
と
こ 

 

ろ
で
あ
る
。 




